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「住宅用火災警報器設置状況調査方法について」の一部改正について 

 

住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の設置状況調査については、「住宅用火

災警報器設置状況調査方法について」（平成26年1月10日付け消防予第2号（以下「調査方

法通知」という。））及び「住宅用火災警報器の設置状況調査に係る質問事項の追加につ

いて」（平成26年1月21日付け事務連絡（以下「事務連絡」という。））により調査を実施

していただいているところです。 

今般、事務連絡で示した内容を踏まえ、下記のとおり調査方法通知の一部を改正するこ

ととしましたのでお知らせいたします。貴職におかれては、下記事項に御留意いただくと

ともに、各都道府県消防防災主管部長におかれては、貴都道府県内の市町村（消防の事務

を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。 

 

記 

 

１．調査方法通知別添１、第２、５を次のように改正する。 

改正後 改正前 

５．集計について  

設置世帯数の集計については下記に留意するこ

と。  

・住警器の設置世帯数については、各市町村条例

等に基づき設置が義務付けられている住宅の部

分のうち一箇所でも設置している世帯（「設置世

帯」を除く。）を「一部設置世帯」として集計し、

全てに「設置している」と回答した世帯を「設置

世帯」として集計すること。 

・自動火災報知設備等が設置されていることで、

住警器の設置が条例で免除されている世帯は、  

５．集計について  

設置世帯数の集計については下記に留意するこ

と。  

・住警器の設置世帯数については、各市町村条例

等に基づき設置が義務付けられている住宅の部

分全てに「設置している」と回答した世帯を「設

置世帯」として集計すること。  

 

 

・自動火災報知設備等が設置されていることで、

住警器の設置が条例で免除されている世帯は、  

殿 



「設置世帯」として取り扱うこと。  

・不在等により設置・未設置が確認出来ない世帯

については、「調査世帯」に計上しないこと。  

・住宅区分に関して一部店舗併用住宅について

は、一般住宅として取り扱うこと。  

また、長屋については、共同住宅等として取り扱

うこと。  

・消防本部の設置率 及び条例適合率 は次式によ

り算出する。 

（消防本部の設置率）％＝（（住警器設置世帯数）

＋（住警器一部設置世帯数））÷（調査世帯数）

×100 

（消防本部の条例適合率）％＝（住警器設置世帯

数）÷（調査世帯数）×100 

 

「設置世帯」として取り扱うこと。  

・不在等により設置・未設置が確認出来ない世帯

帯については、「調査世帯」に計上しないこと。  

・住宅区分に関して一部店舗併用住宅について

は、一般住宅として取り扱うこと。  

また、長屋については、共同住宅等として取り扱

うこと。  

・消防本部の設置率は次式により算出する。  

（消防本部の設置率）％＝（住警器設置世帯数）

÷（調査世帯数）×100 

 

２．調査方法通知の別紙「調査表（例）」の問を以下のように改正する。 

改正後 改正前 

１．設置している（全部設置） 

２．一部設置している（一部設置） 

３．設置していない（未設置） 

１．はい 

２．いいえ（一部未設置の場合も含む） 

 

３．１及び２の内容を反映し改正した「住宅用火災警報器設置状況調査方法」及び「調査

票（例）」は別添１及び別紙のとおり。 

連絡先 
消防庁予防課予防係 増沢・森野 
TEL 03-5253-7523  
e-mail yobouka-y@ml.soumu.go.jp 

mailto:yobouka-y@ml.soumu.go.jp


 
 

住宅用火災警報器設置状況調査方法 

第１ 趣旨 

各世帯における住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の設置状況を一定の住宅区分ごとに把

握し、今後の普及啓発広報及び既に住警器を設置している世帯への適切な維持管理広報に関する施策に

活用することを趣旨とする。 

第２ 調査方法 

１．調査実施主体 

消防署又は消防本部とする。 

２．調査方法 

原則として、調査を実施する世帯（以下「調査世帯」という。）に対して調査員が訪問を行

い、条例等に基づいた住警器の設置の有無及び調査世帯の住宅区分等について調査する。 

   消防署又は消防本部職員は、地域関係者（婦人（女性）防火クラブ、消防団、自主防災組織、

町内会、自治会等）と積極的に連携して調査を行うよう努めることとする。 

３．調査世帯 

①調査対象世帯数 

  調査対象世帯数については、各消防本部が管轄する地域の世帯数に応じて下記の表による世

帯数以上の調査を実施すること。 

※下表に、各消防本部の行う調査に必要な最低限度の標本数を示す。 

調査対象世帯数早見表 

管轄世帯数（1 月 1 日現在） 調査対象世帯数 

20,000 世帯以上 
96 世帯以上 

※東京消防庁にあっては 384世帯以上 

10,000 世帯～19,999 世帯 43 世帯以上 

9,999 世帯以下 24 世帯以上 

 

②調査世帯の決定方法 

・原則として、無作為抽出により調査世帯を決定すること。（無作為抽出（例）参照） 

・無作為抽出の結果、共同住宅又は長屋が抽出された場合は、無作為に１世帯を抽出し、調査 

世帯とすること。 

・調査対象世帯を数カ所の地域に絞り込み調査を行う場合（層別抽出（例）参照）についても、

調査地域が偏ることの無いように配慮すること。 

 

○無作為抽出（例） 

 ・調査対象地域の全世帯リスト（住民基本台帳や住宅地図など）を準備する。 

・リストの全世帯に１からＮ（全世帯数）までの番号を付ける。 

・次式により抽出間隔を決定する（小数点以下は四捨五入）。 

・ｄ＝Ｎ÷ｎ’（ｄ：抽出間隔、Ｎ：調査対象地域の全世帯数、ｎ’：調査世帯数） 

・最初の抽出番号Ｓをサイコロ等により無作為に決定する。その後、Ｓ+ｄ、Ｓ+２ｄ、…に

該当する番号を抽出する。 

※全世帯数に番号を付したのち、乱数表（別添２参照）による抽出を行ってもよい。 

 

（別添１） 
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○層別抽出（例） 

 ・郵便番号の一覧等から、乱数表（別添２参照）を使用し調査対象地域を数カ所選定する。 

 ・選定した調査対象地域の中から、丁目の一覧等を利用し調査世帯を選定する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

４．質問項目及び調査票 

「住警器の設置状況」、「調査世帯の住宅区分」を必須項目とする。 

  調査票については、別紙調査票（例）を参照すること。 

 

５．集計について 

設置世帯数の集計については下記に留意すること。  

・住警器の設置世帯数については、各市町村条例等に基づき設置が義務付けられている住宅の

部分のうち一箇所でも設置している世帯（「設置世帯」を除く。）を「一部設置世帯」とし

て集計し、全てに「設置している」と回答した世帯を「設置世帯」として集計すること。 

・自動火災報知設備等が設置されていることで、住警器の設置が条例で免除されている世帯は、  

「設置世帯」として取り扱うこと。  

・不在等により設置・未設置が確認出来ない世帯については、「調査世帯」に計上しないこと。  

・住宅区分に関して一部店舗併用住宅については、一般住宅として取り扱うこと。  

また、長屋については、共同住宅等として取り扱うこと。  

・消防本部の条例適合率及び設置率は次式により算出する。 

（消防本部の設置率）％＝（（住警器設置世帯数）＋（住警器一部設置世帯数）） 

÷（調査世帯数）×100 

（消防本部の条例適合率）％＝（住警器設置世帯数）÷（調査世帯数）×100 

 

６．その他 

  ・訪問調査の際、未設置世帯に対しては、奏功事例等を示して住警器の設置を促すとともに、

設置世帯については、電池切れの際の対応等維持管理広報を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町名 乱数

1 a町1丁目

2 a町2丁目 ○

3 a町3丁目

4 a町4丁目 ○

5 a町5丁目

6 a町6丁目 ○

※乱数表を使用して、調査対象地域を
選定し、選定された各地域において
5～10世帯の調査を行う。

丁目選定後の調査世帯の決定につい
ては、上記無作為抽出の例によること。
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調査票（例） 

○必須項目 

 

 

問 条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられている住宅の部分全てに住宅用火災警報器

が設置されていますか。 

 

〔条例に基づき住宅用火災警報器の設置を義務付けられている住宅の部分〕 

・就寝の用に供する居室（寝室・子ども部屋） 

・階段（寝室が２階以上の階にある場合） 

・●●（適宜、「台所」等条例に基づき設置が義務となる場所を追加してください。） 

 

 

１．設置している（全部設置） 

２．一部設置している（一部設置） 

３．設置していない（未設置） 

 

 

 

 

 

 

問 お住まいの住宅は、次のうちどれに該当しますか。 

１．一戸建て 

２．共同住宅等（賃貸） 

３．共同住宅等（持ち家） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 
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